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１
一
件
の
援
助
の
要
求
及
び
援
助
が
１１人

以
下
の
警
察
職
員

に
係
る
も
の
で
部
隊
を
編
成
し
な
い
も
の

２
犯
罪
捜
査
共
助
規
則
（
昭
和
３２年

国
家
公
安
委
員
会
規
則

第
３
号
）
第
１３条

第
１
項
に
規
定
す
る
専
門
捜
査
員
に
係
る

も
の

３
広
域
緊
急
援
助
隊
に
係
る
も
の

１
犯
罪
捜
査
共
助
規
則
（
昭
和
３２年

国
家
公
安
委
員
会
規
則

第
３
号
）
第
１３条

第
１
項
の
規
定
に
よ
る
専
門
捜
査
員
の
派

遣
要
求
及
び
同
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
専
門
捜
査
員
の
派

遣
に
係
る
も
の

２
１０人

以
下
の
人
員
で
、
か
つ
、
１４日

間
以
内
の
期
間
の
援

助
要
求
又
は
援
助
に
係
る
も
の

３
警
察
災
害
派
遣
隊
の
即
応
部
隊
の
援
助
要
求
又
は
援
助
に

係
る
も
の

４
そ
の
他
緊
急
を
要
す
る
援
助
要
求
又
は
援
助
に
係
る
も
の

大
分
県
公
安
委
員
会
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
５
年
３
月
３１日

大
分
県
公
安
委
員
会
委
員
長

岩
本

光
生

大
分
県
公
安
委
員
会
規
則
第
２
号

大
分
県
公
安
委
員
会
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

大
分
県
公
安
委
員
会
事
務
委
任
規
則
（
平
成
６
年
大
分
県
公
安
委
員
会
規
則
第
９
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
２
条
中
「
同
法
」
を
「
道
交
法
」
に
、
「
歩
行
者
」
を
「
歩
行
者
等
」
に
改
め
、
同
条
第
９
号
中
「
第

４４条
」
を
「
第
４４条

第
１
項
」
に
改
め
る
。

第
５
条
中
「
同
法
」
を
「
暴
対
法
」
に
改
め
る
。

附
則

こ
の
規
則
は
、
令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
公
安
委
員
会
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
５
年
３
月
３１日

大
分
県
公
安
委
員
会
委
員
長

岩
本

光
生

大
分
県
公
安
委
員
会
規
則
第
３
号

大
分
県
公
安
委
員
会
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

大
分
県
公
安
委
員
会
事
務
決
裁
規
則
（
平
成
１３年

大
分
県
公
安
委
員
会
規
則
第
７
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
の
警
察
法
（
昭
和
２９年

法
律
第
１６２号

）
に
規
定
す
る
事
務
の
部
の
第
６０条

第
１
項
の
項
中

「

を

」

「

に
改
め
、
同
部
の
第
６０条

第
２
項
の

」

「

令

和

五

年

号

外

五
二

三
月
三
十
一
日

( 金 曜 日 )
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１
一
件
の
援
助
の
要
求
及
び
援
助
が
１１人

以
下
の
警
察
職
員

に
係
る
も
の
で
部
隊
を
編
成
し
な
い
も
の

２
犯
罪
捜
査
共
助
規
則
第
１３条

第
１
項
に
規
定
す
る
専
門
捜

査
員
に
係
る
も
の

３
広
域
緊
急
援
助
隊
に
係
る
も
の

１
犯
罪
捜
査
共
助
規
則
第
１３条

第
１
項
の
規
定
に
よ
る
専
門

捜
査
員
の
派
遣
要
求
及
び
同
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
専
門

捜
査
員
の
派
遣
に
係
る
も
の

２
１０人

以
下
の
人
員
で
、
か
つ
、
１４日

間
以
内
の
期
間
の
援

助
要
求
又
は
援
助
に
係
る
も
の

３
警
察
災
害
派
遣
隊
の
即
応
部
隊
の
援
助
要
求
又
は
援
助
に

係
る
も
の

４
そ
の
他
緊
急
を
要
す
る
援
助
要
求
又
は
援
助
に
係
る
も
の

第
７５条

の
１２第

１
項
特
定
自
動
運
行
の
許
可

第
７５条

の
１６第

１
項
特
定
自
動
運
行
計
画
の
変
更
の
許
可

第
７５条

の
２７第

１
項
特
定
自
動
運
行
の
許
可
の
取
消
し
又
は
効
力

の
停
止

第
１０７
条
の
５
第
９

項
に
お
い
て
準
用
す

る
第
１０３条

第
３
項

処
分
移
送
通
知
書
に
基
づ
く
自
動
車
等
の
運

転
禁
止
（
第
１０７条

の
５
第
１
項
に
係
る
も

の
に
あ
っ
て
は
、
１
年
未
満
の
も
の
を
除

く
。
）

第
１０７
条
の
５
第
９

項
に
お
い
て
準
用
す

る
第
１０３条

第
４
項

処
分
移
送
通
知
書
に
基
づ
く
自
動
車
等
の
運

転
禁
止
（
第
１０７条

の
５
第
１
項
に
係
る
も

の
に
あ
っ
て
は
、
１
年
未
満
の
も
の
を
除

く
。
）

個
人
情
報
の
保
護
に
関

す
る
法
律
（
平
成
１５年

法
律
第
５７号

）
に
規
定

す
る
事
務

第
８２条

第
１
項

保
有
個
人
情
報
の
開
示
を
す
る
旨
の
決
定
並
び
に
そ
の

旨
、
開
示
す
る
保
有
個
人
情
報
の
利
用
目
的
及
び
開
示

の
実
施
に
関
す
る
事
項
の
通
知

第
８２条

第
２
項

保
有
個
人
情
報
の
開
示
を
し
な
い
旨
の
決
定
及
び
そ
の

旨
の
通
知

第
９３条

第
１
項

保
有
個
人
情
報
の
訂
正
を
す
る
旨
の
決
定
及
び
そ
の
旨

の
通
知

第
９３条

第
２
項

保
有
個
人
情
報
の
訂
正
を
し
な
い
旨
の
決
定
及
び
そ
の

旨
の
通
知

第
１０１条

第
１
項

保
有
個
人
情
報
の
利
用
停
止
を
す
る
旨
の
決
定
及
び
そ

の
旨
の
通
知

第
１０１条

第
２
項

保
有
個
人
情
報
の
利
用
停
止
を
し
な
い
旨
の
決
定
及
び

そ
の
旨
の
通
知

第
１０５条

第
３
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同

条
第
１
項

大
分
県
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
へ
の
諮
問

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

項
中

を

」

「

に
改
め
、
同
表
の
道
路
交
通
法
（
昭

」

和
３５年

法
律
第
１０５号

）
に
規
定
す
る
事
務
の
部
の
第
４
条
第
１
項
の
項
中
「
歩
行
者
横
断
禁
止
」
を
「
歩

行
者
等
横
断
禁
止
」
に
改
め
、
同
部
の
第
７５条

の
２
第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
７５条

第
４
項
の
項
の
次

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
の
道
路
交
通
法
（
昭
和
３５年

法
律
第
１０５号

）
に
規
定
す
る
事
務
の
部
中

「

を

」

「

に
改
め
、
同
表
の
都
市
再
生
特

」

別
措
置
法
（
平
成
１４年

法
律
第
２２号

）
に
規
定
す
る
事
務
の
部
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
の
大
分
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
１３年

大
分
県
条
例
第
４５号

）
に
規
定
す
る
事
務
の
部
を
削

る
。

附
則

こ
の
規
則
は
、
令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
公
安
委
員
会
が
管
理
す
る
公
文
書
の
公
開
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

令
和
５
年
３
月
３１日

大
分
県
公
安
委
員
会
委
員
長

岩
本

光
生

大
分
県
公
安
委
員
会
規
則
第
４
号

大
分
県
公
安
委
員
会
が
管
理
す
る
公
文
書
の
公
開
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

大
分
県
公
安
委
員
会
が
管
理
す
る
公
文
書
の
公
開
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
１４年

大
分
県
公
安
委
員
会
規

則
第
８
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
公
安
委
規
則
）

二



公
開
請
求
の
理
由
又

は
利
用
目
的

公
開
の
場
所
□
県
警
情
報
室

□
送
付

公
開
請
求
の
理
由
又

は
利
用
目
的

事
務
事
業
担
当
課

電
話
番
号
（

）
－

内
線

公
開
の
場
所

電
話
番
号
（

）
－

内
線

事
務
事
業
担
当
課

電
話
番
号
（

）
－

内
線

公
文
書
の
一
部
を
公

開
し
な
い
理
由

公
開
の
場
所

電
話
番
号
（

）
－

内
線

公
文
書
の
一
部
を
公

開
し
な
い
理
由

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

第
２
条
第
２
項
中
「
方
法
」
の
次
に
「
及
び
場
所
」
を
加
え
る
。

第
５
条
第
１
項
中
「
及
び
日
時
」
を
「
、
日
時
及
び
場
所
」
に
改
め
る
。

第
７
条
第
４
項
中
「
警
察
本
部
の
窓
口
」
を
「
県
警
情
報
室
」
に
改
め
る
。

「
郵
便
番
号

第
１
号
様
式
中
「
住
所
」
を

に
、
「
内
容
」
を
「
件
名
又
は
内
容
」
に
、

住
所
」

「

を

」

「

に
改

」

め
、
同
様
式
の
注
１
中
「
記
入
し
、
（

）
内
に
必
要
事
項
を
」
を
削
り
、
同
様
式
の
注
中
３
を
削
り
、

２
を
４
と
し
、
１
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

２
電
磁
的
記
録
に
つ
い
て
は
、
技
術
的
な
事
情
に
よ
り
希
望
し
た
方
法
に
よ
る
公
開
を
実
施
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

３
写
し
の
交
付
に
よ
り
公
開
の
実
施
を
受
け
る
場
合
は
、
当
該
写
し
の
作
成
の
費
用
（
写
し
の
送
付
を

希
望
す
る
場
合
の
当
該
送
付
の
費
用
を
含
む
。
）
を
負
担
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

第
２
号
様
式
中

「

を

」

「

に
改

」

め
、
同
様
式
の
注
中
１
を
削
り
、
２
を
１
と
し
、
３
を
２
と
す
る
。

第
３
号
様
式
中

「

を

」

「

に
改

」

め
、
同
様
式
の
注
中
３
を
削
り
、
４
を
３
と
し
、
５
を
４
と
し
、
６
を
５
と
す
る
。

第
４
号
様
式
か
ら
第
６
号
様
式
ま
で
及
び
第
１０号

様
式
中
「
件
名
」
の
次
に
「
又
は
内
容
」
を
加
え
る
。

附
則

（
施
行
期
日
）

１
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い

る
書
類
は
、
当
分
の
間
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

３
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
補
正
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

大
分
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
５
年
３
月
３１日

大
分
県
公
安
委
員
会
委
員
長

岩
本

光
生

大
分
県
公
安
委
員
会
規
則
第
７
号

大
分
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

大
分
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
（
昭
和
５１年

大
分
県
公
安
委
員
会
規
則
第
２
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

「
第
２
章
交
通
規
制
等
（
第
２
条

目
次
中
「
第
２
章
交
通
規
制
等
（
第
２
条
－
第
８
条
の
３
）
」
を
第
２
章
の
２
遠
隔
操
作
型
小
型

－
第
８
条
の
３
）

に
、
「
第
５
章

安
全
運
転
管
理
者
等
の
選
任
届
出
等

車
の
使
用
者
に
対
す
る
指
示
（
第
８
条
の
４
）
」

「
第
５
章
安
全
運
転
管
理
者
等
の
選
任
届
出
等
（
第
１５条

－
第
１７条

）
（
第
１５条

－
第
１８条

）
」
を
第
５
章
の
２
特
定
自
動
運
行
の
許
可
に
関
す
る
意
見
聴
取
等
（
第
１８条

－

に
改
め
る
。

第
１８条

の
４
）
」

第
２
章
の
次
に
次
の
１
章
を
加
え
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
公
安
委
規
則
）

三



玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
帆
足
字
瀬
戸
２１１０番

７
か
ら
玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字

塚
脇
字
六
十
六
間
６４９番

４
ま
で

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
帆
足
字
瀬
戸
２１１０番

７
か
ら
玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字

塚
脇
字
六
十
六
間
６４９番

４
ま
で

玖
珠
郡
九
重
町
大
字
引
治
字
原
田
５８３番

６
か
ら
玖
珠
郡
九
重
町
大
字

菅
原
字
駄
原
５５５番

５
ま
で

県
道
天
瀬
阿
蘇
線

日
田
市
上
津
江
町
上
野
田
１０９９番

５
地
先
か
ら
日
田
市
上
津
江
町
上

野
田
字
尾
ノ
嶽
１１０８番

４
ま
で

大
分
市
大
字
三
芳
字
九
反
田
６０６番

３
か
ら
大
分
市
六
坊
北
町
４３０１番

５
ま
で

大
分
市
大
字
三
芳
字
九
反
田
６０６番

３
か
ら
大
分
市
六
坊
北
町
４３０１番

５
ま
で

大
分
市
上
野
町
２９９７番

２
地
先
か
ら
大
分
市
大
字
下
郡
字
丁
畑
３１５３番

１６ま
で

県
道
右
田
引
治
線

玖
珠
郡
九
重
町
大
字
右
田
字
谷
尻
１８９４番

２
地
先
か
ら
玖
珠
郡
九
重

町
大
字
引
治
字
原
田
５８３番

４
ま
で

日
田
市
道
尾
ノ
岳
酒

呑
童
子
線

日
田
市
上
津
江
町
上
野
田
１１０８番

６
地
先
か
ら
日
田
市
上
津
江
町
上

野
田
１１１２番

１６４地
先
ま
で

第
２
章
の
２
遠
隔
操
作
型
小
型
車
の
使
用
者
に
対
す
る
指
示

第
８
条
の
４
法
第
１５条

の
６
の
規
定
に
よ
る
遠
隔
操
作
型
小
型
車
の
使
用
者
に
対
す
る
指
示
は
、
遠
隔
操

作
型
小
型
車
の
通
行
に
関
す
る
指
示
書
（
第
８
号
様
式
の
２
）
を
交
付
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

第
１７条

の
次
に
次
の
章
名
を
付
す
る
。

第
５
章
の
２
特
定
自
動
運
行
の
許
可
に
関
す
る
意
見
聴
取
等

第
１８条

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
国
土
交
通
大
臣
等
に
対
す
る
意
見
聴
取
）

第
１８条

法
第
７５条

の
１３第

２
項
の
規
定
に
よ
る
国
土
交
通
大
臣
等
又
は
市
町
村
長
に
対
す
る
意
見
の
聴
取

は
、
特
定
自
動
運
行
の
許
可
に
関
す
る
意
見
聴
取
書
（
甲
）
（
第
１５号

様
式
の
２
）
に
よ
り
行
う
も
の
と

す
る
。

第
６
章
の
前
に
次
の
３
条
を
加
え
る
。

（
知
事
等
に
対
す
る
意
見
聴
取
）

第
１８条

の
２
施
行
規
則
第
９
条
の
２２の

規
定
に
よ
る
知
事
、
道
路
管
理
者
等
に
対
す
る
意
見
の
聴
取
は
、

特
定
自
動
運
行
の
許
可
に
関
す
る
意
見
聴
取
書
（
乙
）
（
第
１５号

様
式
の
３
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す

る
。

（
特
定
自
動
運
行
実
施
者
に
対
す
る
指
示
）

第
１８条

の
３
法
第
７５条

の
２６第

１
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
自
動
運
行
実
施
者
に
対
す
る
指
示
は
、
特
定
自

動
運
行
に
関
す
る
指
示
書
（
第
１５号

様
式
の
４
）
を
交
付
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
行
政
庁
に
対
す
る
意
見
の
聴
取
）

第
１８条

の
４
法
第
７５条

の
２６第

２
項
（
法
第
７５条

の
２７第

２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
よ
る
行
政
庁
に
対
す
る
意
見
の
聴
取
は
、
特
定
自
動
運
行
に
係
る
行
政
処
分
に
関
す
る
意
見
聴
取

書
（
第
１５号

様
式
の
５
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

別
表
第
２
の
一
般
国
道
３８７号

の
項
中

「

を

」

「

に
改
め
、
同
表
の
県
道
別
府

」

一
の
宮
線
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
２
の
県
道
大
分
臼
杵
線
の
項
中

「

を

」

「

に
改
め
、
同
表
の
県
道
円
座

」

中
津
線
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
２
の
日
田
市
道
大
原
通
り
線
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
８
号
様
式
の
次
に
次
の
１
様
式
を
加
え
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
公
安
委
規
則
）

四



第
８
号
様
式
の
２
（
第
８
条
の
４
関
係
）

遠
隔
操
作
型
小
型
車
の
通
行
に
関
す
る
指
示
書

年
月

日

殿

大
分
県
公
安
委
員
会

□ 印

道
路
交
通
法
第
1
5
条
の
６
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
示
し
ま
す
。

住
所

氏
名
又
は
名
称

届
出
番
号
等

指
示
事
項

指
示
の
理
由

第
１５号

様
式
の
次
に
次
の
４
様
式
を
加
え
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
公
安
委
規
則
）

五



第
1
5
号
様
式
の
２
（
第
1
8
条
関
係
）

特
定
自
動
運
行
の
許
可
に
関
す
る
意
見
聴
取
書
（
甲
）

年
月

日

殿

大
分
県
公
安
委
員
会

□ 印

年
月

日
付
け
で
、
別
添
の
と
お
り
道
路
交
通
法
第
7
5
条
の
1
2
第
１
項
の
規
定
に

よ
る
特
定
自
動
運
行
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
7
5
条
の
1
3
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
関
係

書
類
を
添
え
て
意
見
を
聴
取
し
ま
す
。

つ
き
ま
し
て
は
、

年
月

日
ま
で
に
文
書
を
も
っ
て
回
答
願
い
ま
す
。

１
申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称

２
意
見
聴
取
の
内
容

取
扱
者
の
氏
名
及
び
連
絡
先

第
1
5
号
様
式
の
３
（
第
1
8
条
の
２
関
係
）

特
定
自
動
運
行
の
許
可
に
関
す
る
意
見
聴
取
書
（
乙
）

年
月

日

殿

大
分
県
公
安
委
員
会

□ 印

年
月

日
付
け
で
、
別
添
の
と
お
り
道
路
交
通
法
第
7
5
条
の
1
2
第
１
項
の
規
定
に

よ
る
特
定
自
動
運
行
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
道
路
交
通
法
施
行
規
則
第
９
条
の
2
2
の
規
定
に
基
づ

き
、
関
係
書
類
を
添
え
て
意
見
を
聴
取
し
ま
す
。

意
見
が
あ
る
場
合
は
、

年
月

日
ま
で
に
文
書
を
も
っ
て
回
答
願
い
ま
す
。

な
お
、
期
日
ま
で
に
回
答
が
な
い
場
合
に
は
、
本
意
見
聴
取
に
対
し
意
見
が
な
い
も
の
と
し
て
取
り
扱
い

ま
す
。

１
申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称

２
意
見
聴
取
の
内
容

取
扱
者
の
氏
名
及
び
連
絡
先

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
公
安
委
規
則
）

六



第
1
5
号
様
式
の
４
（
第
1
8
条
の
３
関
係
）

特
定
自
動
運
行
に
関
す
る
指
示
書

年
月

日

殿

大
分
県
公
安
委
員
会

□ 印

道
路
交
通
法
第
7
5
条
の
2
6
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
示
し
ま
す
。

住
所

氏
名
又
は
名
称

許
可
証
番
号

指
示
事
項

指
示
の
理
由

第
1
5
号
様
式
の
５
（
第
1
8
条
の
４
関
係
）

特
定
自
動
運
行
に
係
る
行
政
処
分
に
関
す
る
意
見
聴
取
書

年
月

日

殿

大
分
県
公
安
委
員
会

□ 印

道
路
交
通
法

第
7
5
条
の
2
6
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
別
添
の
と
お
り
、

第
7
5
条
の
2
7
第
１
項

を
行
う
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
同
法

第
7
5
条
の
2
6
第
２
項

第
7
5
条
の
2
7
第
２
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
7
5
条
の
2
6
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
を
聴
取
し
ま
す
。

意
見
が
あ
る
場
合
は
、

年
月

日
ま
で
に
文
書
を
も
っ
て
回
答
願
い
ま
す
。

な
お
、
期
日
ま
で
に
回
答
が
な
い
場
合
に
は
、
本
意
見
聴
取
に
対
し
意
見
が
な
い
も
の
と
し
て
取
り
扱
い

ま
す
。

１
特
定
自
動
運
行
実
施
者
の
氏
名
又
は
名
称

２
意
見
聴
取
の
内
容

取
扱
者
の
氏
名
及
び
連
絡
先

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
公
安
委
規
則
）

七
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�

○
警
察
本
部
告
示

○
警
察
本
部
訓
令

附
則

こ
の
規
則
は
、
令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

確
認
事
務
の
委
託
の
手
続
等
に
関
す
る
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
５
年
３
月
３１日

大
分
県
公
安
委
員
会
委
員
長

岩
本

光
生

大
分
県
公
安
委
員
会
規
則
第
８
号

確
認
事
務
の
委
託
の
手
続
等
に
関
す
る
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

確
認
事
務
の
委
託
の
手
続
等
に
関
す
る
細
則
（
平
成
１８年

大
分
県
公
安
委
員
会
規
則
第
１５号

）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
４
号
様
式
、
第
７
号
様
式
（
裏
）
及
び
第
１３号

様
式
中
「
第
１１９条

の
２
の
２
第
２
項
」
を
「
第
１１９条

の
２
の
４
第
２
項
」
に
改
め
る
。

附
則

こ
の
規
則
は
、
令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
警
察
本
部
告
示
第
１６号

大
分
県
警
察
本
部
長
が
管
理
す
る
公
文
書
の
公
開
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
１４年

大
分
県
警
察
本
部
告
示

第
１
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
５
年
３
月
３１日

大
分
県
警
察
本
部
長

種
田

英
明

第
８
条
第
４
項
中
「
警
察
本
部
の
窓
口
」
を
「
県
警
情
報
室
」
に
改
め
る
。

「
郵
便
番
号

「
□
警
察

第
１
号
様
式
中
「
住
所
」
を

に
、
「
内
容
」
を
「
件
名
又
は
内
容
」
に
、

住
所
」

□
警
察

「
□
県
警
情
報
室

本
部
窓
口

署
窓
口
（

署
）
」
を
□
警
察
署
窓
口
（

署
）
に
改
め
、同
様
式
の
注
中
２
を
４
と
し
、

□
送
付

」

１
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

２
電
磁
的
記
録
に
つ
い
て
は
、
技
術
的
な
事
情
に
よ
り
希
望
し
た
方
法
に
よ
る
公
開
を
実
施
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

３
写
し
の
交
付
に
よ
り
公
開
の
実
施
を
受
け
る
場
合
は
、
当
該
写
し
の
作
成
の
費
用
（
写
し
の
送
付
を

希
望
す
る
場
合
の
当
該
送
付
の
費
用
を
含
む
。
）
を
負
担
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

第
４
号
様
式
か
ら
第
６
号
様
式
ま
で
及
び
第
１０号

様
式
中
「
件
名
」
の
次
に
「
又
は
内
容
」
を
加
え
る
。

附
則

（
施
行
期
日
）

１
こ
の
告
示
は
、
公
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い

る
書
類
は
、
当
分
の
間
、
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

３
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
補
正
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
１０号

警
察
本
部

警
察
学
校

警
察

署

大
分
県
警
察
に
お
け
る
処
務
に
関
す
る
訓
令
（
昭
和
４６年

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
１２号

）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
５
年
３
月
３１日

大
分
県
警
察
本
部
長
種
田
英
明

目
次
中
「
－
第
３３条

の
７
」
を
削
り
、
「
第
７
章
庁
舎
等
の
改
築
等
（
第
６３条

－
第
６７条

）
」
を

「
第
７
章
庁
舎
等
の
増
築
等
（
第
６３条

－
第
６７条

）
に
改
め
る
。

第
８
章
雑
則
（
第
６８条

）
」

第
９
条
の
２
第
２
項
を
削
る
。

第
１６条

中
「
当
直
員
」
の
次
に
「
（
署
に
あ
っ
て
は
、
当
番
員
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。

第
１８条

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
住
所
）

第
１８条

警
察
官
は
、
勤
務
公
署
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
署
の
管
轄
区
域
（
本
部
の
課
（
そ
の
庁
舎
が
大
分

市
に
所
在
す
る
本
部
の
課
に
限
る
。
）
及
び
学
校
に
あ
っ
て
は
、
大
分
市
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
居
住
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
所
属
長
（
所
属
長
以
上
の
職

に
あ
る
警
察
官
に
あ
っ
て
は
、
警
務
部
警
務
課
長
を
経
由
し
て
本
部
長
）
の
承
認
を
受
け
た
場
合
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

大
分
県
報
号
外
（
公
安
委
規
則
・
警
察
本
部
告
示
・
警
察
本
部
訓
令
）

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

八



第３号様式（第20条関係）

私 事 旅 行 届 簿

決 裁 回 議 届出月日 氏 名 期 間 行き先 備考

２
所
属
長
は
、
前
項
の
承
認
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
管
轄
区
域
外
に
居
住
し
よ
う
と
す
る
者
が
警
部
以

上
の
階
級
に
あ
る
警
察
官
で
あ
る
と
き
、
又
は
当
該
居
住
し
よ
う
と
す
る
場
所
が
招
集
命
令
を
受
け
た
後

速
や
か
に
応
招
す
る
こ
と
が
困
難
な
地
域
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
、
若
し
く
は
県
外
で
あ
る
と
き

は
、
意
見
を
付
し
て
本
部
長
に
報
告
し
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
２０条

第
１
項
中
「
受
領
後
」
を
「
を
受
け
た
後
」
に
改
め
る
。

第
２４条

第
１
項
中
「
の
ほ
か
、
発
令
の
翌
日
か
ら
５
日
以
内
」
を
「
を
除
き
、
発
令
日
」
に
改
め
、
同
項

た
だ
し
書
を
削
り
、
同
条
第
２
項
中
「
前
項
に
規
定
す
る
赴
任
期
間
内
」
を
「
発
令
日
」
に
改
め
る
。

第
３０条

第
１
項
中
「
と
き
」
の
次
に
「
（
職
務
に
専
念
す
る
義
務
を
免
除
す
る
場
合
と
し
て
あ
ら
か
じ
め

本
部
長
が
承
認
し
た
事
由
に
よ
り
当
該
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
条
に
次

の
１
項
を
加
え
る
。

３
職
員
は
、
職
務
に
専
念
す
る
義
務
を
免
除
す
る
場
合
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
本
部
長
が
承
認
し
た
事
由
に

よ
り
、
職
務
以
外
の
業
務
に
従
事
す
る
と
き
は
、
そ
の
都
度
、
休
暇
欠
勤
等
処
理
簿
に
よ
り
所
属
長
に
願

い
出
て
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
３３条

の
２
中
「
こ
の
節
」
を
「
こ
の
条
」
に
、
「
本
部
の
庁
舎
」
を
「
警
察
庁
舎
」
に
、
「
被
服
及

び
」
を
「
被
服
若
し
く
は
」
に
改
め
、
「
と
き
」
の
次
に
「
、
又
は
識
別
カ
ー
ド
を
着
用
す
る
こ
と
に
よ
り

業
務
に
支
障
を
来
す
と
認
め
ら
れ
る
と
き
」
を
加
え
る
。

第
３３条

の
３
か
ら
第
３３条

の
７
ま
で
を
削
る
。

第
３７条

第
１
項
の
表
中
「
及
び
警
務
部
総
括
参
事
官
」
を
「
、
警
務
部
総
括
参
事
官
及
び
警
務
部
参
事

監
」
に
改
め
る
。

第
３８条

に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

本
則
に
次
の
１
章
を
加
え
る
。

第
８
章
雑
則

（
委
任
）

第
６８条

こ
の
訓
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
大
分
県
警
察
に
お
け
る
事
務
の
処
理
、
職
員
の
服
務
等
に
関

し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

第
２
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
２
号
様
式
削
除

第
３
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

大
分
県
報
号
外
（
警
察
本
部
訓
令
）

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

九
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当
直
の
種
類

当
直
場
所

主
管
当
直
管
理
者

当
直
の
業
務

当
直
対
象
者

警
察
本
部
総

合
当
直

県
庁
舎
本
館

内
（
県
警
当

直
室
）

警
務
課
長

文
書
の
収
受
、
電
話
の

応
対
、
庁
舎
管
理
、
非

常
事
態
発
生
時
の
措
置

そ
の
他
警
務
課
長
が
定

め
る
業
務

当
直
管
理
者
が
あ
ら
か

じ
め
指
定
す
る
警
察
本

部
の
職
員

照
会
セ
ン

タ
ー
当
直

県
庁
舎
新
館

内
（
照
会
セ

ン
タ
ー
）

情
報
管
理
課
長

照
会
業
務
そ
の
他
情
報

管
理
課
長
が
定
め
る
業

務

留
置
管
理
課

当
直

警
察
本
部
留

置
管
理
セ
ン

タ
ー
内

留
置
管
理
課
長

文
書
の
収
受
、
電
話
の

応
対
、
庁
舎
管
理
、
非

常
事
態
発
生
時
の
措
置

そ
の
他
留
置
管
理
課
長

が
定
め
る
業
務

留
置
管
理
課
の
職
員
及

び
当
直
管
理
者
が
あ
ら

か
じ
め
指
定
す
る
職
員

大
分
南
警
察

署
庁
舎
内

警
察
本
部
留
置
施
設
に

お
け
る
補
助
業
務

大
分
南
警
察
署
の
職
員

鑑
識
科
学
セ

ン
タ
ー
当
直
鑑
識
科
学
セ

ン
タ
ー
内

鑑
識
課
長

文
書
の
収
受
、
電
話
の

応
対
、
庁
舎
管
理
、
非

常
事
態
発
生
時
の
措
置

そ
の
他
鑑
識
課
長
が
定

め
る
業
務

鑑
識
課
の
職
員
及
び
科

学
捜
査
研
究
所
の
職
員

科
学
捜
査
研
究
所
科
学
捜
査
研
究
所
長
が

第
９
号
様
式
及
び
第
1
0
号
様
式
を
削
る
。

附
則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
１２号

警
察
本
部

警
察
学
校

警
察

署

警
察
官
の
昇
任
試
験
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
４
年
大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
１４号

）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

令
和
５
年
３
月
３１日

大
分
県
警
察
本
部
長
種
田
英
明

第
３
条
第
１
号
中
「
第
１５条

」
を
「
第
１５条

第
１
項
」
に
改
め
、
「
、
別
表
の
」
を
削
り
、
「
の
う
ち
」

を
「
の
判
定
の
結
果
が
」
に
、
「
に
該
当
す
る
」
を
「
の
」
に
改
め
る
。

第
６
条
第
３
項
中
「
及
び
警
務
課
長
」
を
「
、
警
務
部
参
事
監
及
び
警
務
部
警
務
課
長
」
に
改
め
る
。

第
８
条
中
「
警
務
課
人
事
係
」
を
「
警
務
部
警
務
課
人
事
係
」
に
改
め
る
。

第
１５条

第
１
項
第
５
号
中
「
千
葉
県
警
察
」
を
「
沖
縄
県
警
察
」
に
、
「
成
田
国
際
空
港
警
備
隊
」
を

「
国
境
離
島
警
備
隊
」
に
改
め
る
。

第
１６条

第
１
項
第
６
号
中
「
機
動
隊
」
を
「
警
備
部
機
動
隊
」
に
改
め
る
。

附
則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
１４号

警
察
本
部

警
察
学
校

警
察

署

大
分
県
警
察
当
直
規
程
（
平
成
９
年
大
分
県
警
察
本
部
訓
令
甲
第
１０号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

令
和
５
年
３
月
３１日

大
分
県
警
察
本
部
長
種
田
英
明

第
１
条
中
「
、
警
察
学
校
及
び
警
察
署
」
を
「
及
び
警
察
学
校
」
に
改
め
、
「
（
職
員
の
休
日
休
暇
及
び

勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
程
（
平
成
７
年
大
分
県
警
察
本
部
訓
令
甲
第
１６号

）
第
２３条

第
１
項
に

規
定
す
る
勤
務
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
削
り
、
同
条
の
次
に
次
の
１
条
を
加
え
る
。

（
定
義
）

第
１
条
の
２
こ
の
規
程
に
お
い
て
「
当
直
」
と
は
、
執
務
時
間
（
休
日
（
大
分
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例

（
平
成
元
年
大
分
県
条
例
第
２１号

）
第
１
条
第
１
項
に
規
定
す
る
県
の
休
日
を
い
う
。
）
を
除
く
日
の
午

前
９
時
か
ら
午
後
５
時
４５分

ま
で
（
交
通
部
運
転
免
許
課
及
び
警
察
学
校
に
あ
っ
て
は
、
午
前
８
時
３０分

か
ら
午
後
５
時
１５分

ま
で
）
の
時
間
を
い
う
。
）
以
外
の
時
間
（
以
下
「
当
直
の
勤
務
時
間
」
と
い

う
。
）
に
お
い
て
、
第
４
条
第
１
項
に
規
定
す
る
業
務
に
従
事
す
る
勤
務
を
い
う
。

第
２
条
第
１
項
中
「
、
警
察
学
校
及
び
警
察
署
」
を
「
及
び
警
察
学
校
」
に
改
め
、
同
条
第
２
項
中

「
（
以
下
「
警
務
課
長
」
と
い
う
。
）
」
を
削
る
。

第
４
条
第
１
項
中
「
、
警
察
学
校
及
び
警
察
署
」
を
「
及
び
警
察
学
校
」
に
改
め
、
同
項
の
表
を
次
の
よ

う
に
改
め
る
。

大
分
県
報
号
外
（
警
察
本
部
訓
令
）

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

一
〇



長
定
め
る
業
務

刑
事
企
画
課
長

刑
事
企
画
課
長
が
定
め

る
業
務

交
通
管
制
セ

ン
タ
ー
当
直
大
分
中
央
警

察
署
内
（
管

制
セ
ン
タ
－
）

交
通
規
制
課
長

交
通
管
制
に
関
す
る
業

務
そ
の
他
交
通
規
制
課

長
が
定
め
る
業
務

交
通
規
制
課
の
職
員
及

び
当
直
管
理
者
が
あ
ら

か
じ
め
指
定
す
る
職
員

運
転
免
許
セ

ン
タ
ー
当
直
大
分
県
運
転

免
許
セ
ン
タ

ー
内

運
転
免
許
課
長

文
書
の
収
受
、
電
話
の

応
対
、
庁
舎
管
理
、
非

常
事
態
発
生
時
の
措

置
、
運
転
免
許
照
会
そ

の
他
運
転
免
許
課
長
が

定
め
る
業
務

運
転
免
許
課
の
職
員
及

び
交
通
機
動
隊
の
職
員

交
通
機
動
隊
長

交
通
機
動
隊
長
が
定
め

る
業
務

航
空
隊
当
直
航
空
隊
庁
舎

内
警
備
運
用
課
長

文
書
の
収
受
、
電
話
の

応
対
、
庁
舎
管
理
、
非

常
事
態
発
生
時
の
措
置

そ
の
他
警
備
運
用
課
長

が
定
め
る
業
務

警
備
運
用
課
の
職
員
及

び
当
直
管
理
者
が
あ
ら

か
じ
め
指
定
す
る
職
員

機
動
隊
当
直
機
動
隊
庁
舎

内
機
動
隊
長

文
書
の
収
受
、
電
話
の

応
対
、
庁
舎
管
理
、
非

常
事
態
発
生
時
の
措
置

そ
の
他
機
動
隊
長
が
定

め
る
業
務

機
動
隊
の
職
員

警
察
学
校
当

直
警
察
学
校
庁

舎
内

警
察
学
校
長

文
書
の
収
受
、
電
話
の

応
対
、
警
察
学
校
及
び

拳
銃
射
撃
場
の
庁
舎
管

理
、
非
常
事
態
発
生
時

の
措
置
そ
の
他
警
察
学

校
長
が
定
め
る
業
務

警
察
学
校
の
職
員
及
び

当
直
管
理
者
が
あ
ら
か

じ
め
指
定
す
る
職
員
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第
４
条
第
２
項
第
１
号
中
「
、
副
隊
長
及
び
副
署
長
」
を
「
及
び
副
隊
長
」
に
改
め
、
同
項
第
２
号
中

「
規
定
に
よ
り
」
を
「
規
定
に
よ
る
」
に
、
「
を
Ａ
又
は
Ｂ
に
判
定
さ
れ
た
」
を
「
の
判
定
の
結
果
が
、
Ａ

又
は
Ｂ
の
」
に
改
め
、
同
項
第
３
号
中
「
第
７
章
」
を
「
（
平
成
７
年
大
分
県
警
察
本
部
訓
令
甲
第
１６号

。

以
下
「
休
日
休
暇
等
規
程
」
と
い
う
。
）
第
７
章
」
に
改
め
、
同
項
第
４
号
及
び
第
５
号
を
削
り
、
同
項
第

６
号
中
「
前
各
号
」
を
「
前
３
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
４
号
と
し
、
同
条
第
３
項
中
「
運
転
免
許
セ

ン
タ
ー
当
直
に
あ
っ
て
は
主
管
当
直
管
理
者
の
う
ち
運
転
免
許
課
長
、
鑑
識
科
学
セ
ン
タ
ー
当
直
に
あ
っ
て

は
主
管
当
直
管
理
者
の
う
ち
鑑
識
課
長
」
を
「
鑑
識
科
学
セ
ン
タ
ー
当
直
に
あ
っ
て
は
主
管
当
直
管
理
者
の

う
ち
鑑
識
課
長
、
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー
当
直
に
あ
っ
て
は
主
管
当
直
管
理
者
の
う
ち
運
転
免
許
課
長
」
に
、

「
前
項
各
号
に
掲
げ
る
職
員
（
第
２
号
」
を
「
当
直
対
象
者
以
外
の
職
員
（
前
項
第
２
号
及
び
第
３
号
」
に

改
め
る
。

第
８
条
の
見
出
し
を
「
（
宿
日
直
勤
務
の
時
間
）
」
に
改
め
、
同
条
第
１
項
中
「
は
、
職
員
の
休
日
休
暇

及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
程
」
を
「
の
う
ち
、
休
日
休
暇
等
規
程
第
２３条

第
１
項
に
規
定
す

る
宿
日
直
勤
務
の
時
間
は
、
休
日
休
暇
等
規
程
」
に
、
「
当
直
勤
務
」
を
「
当
直
」
に
、
「
場
合
は
、
」
を

「
場
合
は
」
に
改
め
、
同
条
第
２
項
中
「
当
直
の
勤
務
時
間
中
」
を
「
宿
日
直
勤
務
の
時
間
帯
」
に
改
め

る
。第
９
条
第
１
項
中
「
第
４
条
」
を
「
第
４
条
第
１
項
」
に
改
め
、
同
条
第
２
項
中
「
当
直
中
」
を
「
当

直
」
に
、
「
当
直
業
務
」
を
「
当
直
の
業
務
」
に
改
め
、
「
な
お
」
を
削
る
。

第
１０条

中
「
備
え
付
」
を
「
備
え
付
け
」
に
改
め
る
。

第
１
号
様
式
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

備
考
必
要
に
応
じ
て
、
所
要
の
項
目
を
追
加
等
し
て
使
用
す
る
こ
と
。

附
則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
１５号

警
察
本
部

警
察
学
校

警
察

署

大
分
県
警
察
公
文
書
公
開
事
務
取
扱
規
程
（
平
成
１４年

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
甲
第
１８号

）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
５
年
３
月
３１日

大
分
県
警
察
本
部
長
種
田
英
明

第
６
条
第
２
項
中
「
、
副
所
長
、
副
隊
長
、
副
校
長
等
」
を
「
（
次
席
の
職
務
に
準
ず
る
職
を
含

む
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
３
項
中
「
こ
れ
に
相
当
す
る
職
に
あ
る
者
を
含
む
。
）
、
校
長
補
佐
又
は
科
長

補
佐
（
こ
れ
ら
を
置
か
な
い
場
合
は
、
所
属
長
が
指
定
す
る
職
員
）
」
を
「
課
長
補
佐
の
職
務
に
準
ず
る
職

を
含
む
。
）
」
に
改
め
、
「
隊
長
並
び
に
」
を
削
る
。

第
７
条
第
３
項
第
１
号
中
「
又
は
」
及
び
「
若
し
く
は
」
を
削
り
、
「
を
直
接
面
談
さ
せ
る
な
ど
」
を

大
分
県
報
号
外
（
警
察
本
部
訓
令
）

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

一
一
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「
の
面
談
等
」
に
改
め
、
「
請
求
に
係
る
」
を
削
り
、
「
内
容
等
に
つ
い
て
」
を
「
内
容
等
を
」
に
改
め
、

同
項
第
２
号
中
「
直
接
」
を
削
り
、
同
条
第
５
項
中
「
郵
送
」
の
次
に
「
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
に
よ
り
送
信
す

る
方
法
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
電
子
申
請
」
を
加
え
、
同
条
第
６
項
第
４
号
中
「
公
文
書
の
」
の
次
に

「
件
名
又
は
」
を
加
え
、
同
項
第
７
号
中
「
（
規
程
第
２
条
第
１
項
の
請
求
書
に
限
る
。
）
」
を
削
る
。

第
１６条

中
「
及
び
電
磁
的
記
録
目
録
（
第
４
号
様
式
）
」
を
削
る
。

第
３
号
様
式
中
「
事
務
名
」
を
「
係
名
」
に
、
「
廃
棄
予
定
年
（
度
）
」
を
「
廃
棄
予
定
年
月
」
に
改
め

る
。第
４
号
様
式
を
削
る
。

附
則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
５
年
３
月
３１日

か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
１６号

警
察
本
部

警
察
学
校

警
察

署

警
視
等
の
昇
任
選
考
考
査
に
関
す
る
規
程
（
平
成
１７年

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
甲
第
１０号

）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
５
年
３
月
３１日

大
分
県
警
察
本
部
長
種
田
英
明

第
２
条
第
１
号
中
「
第
１５条

」
を
「
第
１５条

第
１
項
」
に
改
め
、
「
、
別
表
の
」
を
削
り
、
「
の
う
ち
」

を
「
の
判
定
の
結
果
が
」
に
、
「
に
該
当
す
る
」
を
「
の
」
に
改
め
る
。

第
４
条
第
３
項
中
「
及
び
警
務
課
長
」
を
「
、
警
務
部
参
事
監
及
び
警
務
部
警
務
課
長
」
に
改
め
る
。

第
９
条
中
「
課
題
論
文
及
び
演
習
論
文
」
を
「
演
習
論
文
（
試
験
会
場
に
お
い
て
示
さ
れ
た
課
題
に
つ
い

て
作
成
す
る
論
文
を
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
条
各
号
を
削
る
。

附
則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
１８号

警
察
本
部

警
察
学
校

警
察

署

事
務
職
員
等
の
昇
任
選
考
考
査
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
２８年

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
１２号

）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
５
年
３
月
３１日

大
分
県
警
察
本
部
長
種
田
英
明

第
２
条
第
１
号
中
「
第
１５条

に
規
定
す
る
」
を
「
第
１５条

第
１
項
の
規
定
に
よ
る
」
に
、
「
う
ち
」
を

「
判
定
の
結
果
が
」
に
、
「
に
該
当
す
る
」
を
「
の
」
に
改
め
る
。

第
４
条
第
３
項
中
「
警
察
学
校
長
」
の
次
に
「
、
警
務
部
参
事
監
」
を
加
え
る
。

附
則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
１９号

警
察
本
部

警
察

署

警
察
署
当
番
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
５
年
３
月
３１日

大
分
県
警
察
本
部
長
種
田
英
明

警
察
署
当
番
規
程

（
趣
旨
）

第
１
条
こ
の
規
程
は
、
警
察
署
に
お
け
る
当
番
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
定
義
）

第
２
条
こ
の
規
程
に
お
い
て
「
当
番
」
と
は
、
第
９
条
に
規
定
す
る
時
間
帯
に
お
い
て
、
第
１０条

第
１
項

に
規
定
す
る
業
務
に
従
事
す
る
勤
務
を
い
う
。

（
当
番
管
理
者
）

第
３
条
警
察
署
に
お
け
る
当
番
に
関
す
る
事
務
を
管
理
さ
せ
る
た
め
、
当
番
管
理
者
を
置
く
。

２
当
番
管
理
者
は
、
警
務
部
警
務
課
長
を
も
っ
て
充
て
る
。

３
当
番
管
理
者
は
、
当
番
対
象
者
に
関
す
る
事
務
そ
の
他
当
番
に
関
す
る
事
務
を
行
う
。

（
警
察
署
長
の
事
務
）

第
４
条
警
察
署
長
（
以
下
「
署
長
」
と
い
う
。
）
は
、
当
番
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
務
を
行
う
。

⑴
当
番
室
及
び
こ
れ
に
附
属
す
る
設
備
に
関
す
る
こ
と
。

⑵
当
番
に
備
え
付
け
る
物
品
及
び
簿
冊
に
関
す
る
こ
と
。

⑶
当
番
員
の
服
務
に
関
す
る
こ
と
。

⑷
当
番
員
の
割
当
て
に
関
す
る
こ
と
。

（
当
番
対
象
者
）

大
分
県
報
号
外
（
警
察
本
部
訓
令
）

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

一
二



休
憩
時
間
に
勤
務
し
た
時
間
帯

振
替
で
き
る
時
間
帯

午
前
９
時
か
ら
午
後
１０時

ま
で

当
該
勤
務
を
終
了
し
た
時
間
か
ら
午
後
１０時

ま
で

午
後
１０時

か
ら
翌
日
の
午
前
５
時
ま
で
当
該
勤
務
を
終
了
し
た
時
間
か
ら
午
前
５
時
ま
で

午
前
５
時
か
ら
午
前
９
時
ま
で

当
該
勤
務
を
終
了
し
た
時
間
か
ら
午
前
９
時
ま
で

第
５
条
当
番
対
象
者
は
、
警
察
署
の
警
部
以
下
の
階
級
に
あ
る
警
察
官
と
す
る
。
た
だ
し
、
警
察
署
の
体

制
等
を
踏
ま
え
、
署
長
が
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
行
政
職
群
の
係
長
級
以
下
の
職
員
を
当
番
対
象
者
に

指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
前
項
の
当
番
対
象
者
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
を
除
い
た
職
員
と
す
る
。

⑴
副
署
長
の
職
に
あ
る
職
員

⑵
大
分
県
警
察
職
員
安
全
衛
生
管
理
に
関
す
る
訓
令
（
昭
和
６０年

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
２５号

）
第

１５条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
健
康
管
理
指
導
区
分
の
判
定
の
結
果
が
、
Ａ
又
は
Ｂ
の
職
員
そ
の
他
心
身

の
故
障
に
よ
り
当
番
を
行
う
こ
と
に
支
障
が
あ
り
、
又
は
こ
れ
に
堪
え
ら
れ
な
い
職
員

⑶
職
員
の
休
日
休
暇
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
程
（
平
成
７
年
大
分
県
警
察
本
部
訓
令

甲
第
１６号

。
以
下
「
休
日
休
暇
等
規
程
」
と
い
う
。
）
第
７
章
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
育
児
又
は
介

護
を
行
う
た
め
、
深
夜
勤
務
の
制
限
を
受
け
て
い
る
職
員

⑷
前
３
号
に
掲
げ
る
職
員
の
ほ
か
、
当
番
管
理
者
が
認
め
た
職
員

３
当
番
管
理
者
は
、
署
長
か
ら
当
番
対
象
者
以
外
の
職
員
（
前
項
第
２
号
及
び
第
３
号
に
掲
げ
る
職
員
を

除
く
。
）
を
当
番
対
象
者
と
し
た
い
旨
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

と
き
は
、
当
該
職
員
を
臨
時
に
当
番
対
象
者
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
当
番
員
の
人
数
）

第
６
条
当
番
ご
と
の
当
番
員
の
人
数
は
、
署
長
が
定
め
る
。

（
当
番
の
命
令
及
び
命
令
変
更
）

第
７
条
署
長
は
、
当
番
対
象
者
の
う
ち
か
ら
当
番
員
の
割
当
て
を
行
い
、
毎
月
２０日

ま
で
に
翌
月
の
当
番

の
命
令
を
当
番
勤
務
命
令
表
（
第
１
号
様
式
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２
署
長
は
、
当
番
を
命
じ
た
職
員
に
つ
い
て
、
公
務
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
又
は
当
該
職
員

か
ら
出
張
、
疾
病
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
当
番
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
旨
の
申
出
を
受
け
た
場
合
は
、

当
該
職
員
の
当
番
の
命
令
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
変
更
は
、
週
休
日

の
振
替
・
勤
務
時
間
の
変
更
簿
（
休
日
休
暇
等
規
程
第
８
号
様
式
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
当
番
員
の
勤
務
時
間
と
休
憩
時
間
の
振
替
）

第
８
条
署
長
は
、
当
番
員
が
休
日
休
暇
等
規
程
第
２０条

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間

以
外
の
時
間
（
以
下
「
休
憩
時
間
」
と
い
う
。
）
に
勤
務
し
た
と
き
は
、
当
該
当
番
員
に
対
し
、
休
憩
時

間
と
そ
れ
以
後
の
勤
務
時
間
の
振
替
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
振
替
は
、

当
番
員
勤
務
時
間
振
替
簿
（
第
２
号
様
式
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２
前
項
の
規
定
に
よ
る
勤
務
時
間
の
振
替
は
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
時
間
帯
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
右

欄
に
掲
げ
る
時
間
帯
の
範
囲
内
で
行
う
も
の
と
す
る
。

３
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
勤
務
時
間
の
振
替
は
、
当
番
を
開
始
す
る
日
又
は
そ
の
翌
日
が
、
職
員
の
給
与

に
関
す
る
条
例
（
昭
和
３２年

大
分
県
条
例
第
３９号

）
第
１７条

の
休
日
勤
務
手
当
の
支
給
対
象
と
な
る
日

（
以
下
「
休
日
手
当
支
給
対
象
日
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
た

だ
し
、
そ
の
両
日
が
休
日
手
当
支
給
対
象
日
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
当
番
体
制
の
時
間
帯
）

第
９
条
当
番
体
制
の
時
間
帯
（
当
番
員
が
そ
の
業
務
に
従
事
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
間
帯
を
い
う
。
以

下
「
当
番
時
間
帯
」
と
い
う
。
）
は
、
当
番
を
開
始
す
る
日
が
、
休
日
（
大
分
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例

（
平
成
元
年
大
分
県
条
例
第
２１号

）
第
１
条
第
１
項
に
規
定
す
る
県
の
休
日
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
以

外
の
日
に
あ
っ
て
は
午
後
５
時
４５分

か
ら
翌
日
の
午
前
９
時
ま
で
、
休
日
に
あ
っ
て
は
午
前
９
時
か
ら
翌

日
の
午
前
９
時
ま
で
と
す
る
。

（
当
番
員
の
任
務
）

第
１０条

当
番
員
は
、
署
長
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
番
時
間
帯
に
認
知
し
た
事
件
、
事
故
そ
の
他
の

警
察
事
象
の
処
理
に
当
た
る
ほ
か
、
警
察
署
の
運
営
に
関
し
必
要
な
業
務
を
処
理
す
る
。

２
署
長
は
、
管
内
の
治
安
情
勢
そ
の
他
の
事
情
を
踏
ま
え
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
当
番
時
間
帯
以
外

の
時
間
に
当
番
の
業
務
を
処
理
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
当
番
員
は
、
当
番
の
時
間
が
終
了
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
当
番
の
業
務
が
完
了
し
な
い
と
き
、
又
は

当
番
の
業
務
の
引
継
ぎ
が
完
了
し
な
い
と
き
は
、
引
き
続
き
当
番
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
当
番
員
は
、
当
番
終
了
後
、
当
番
中
に
取
り
扱
っ
た
事
項
の
概
要
を
当
番
日
誌
に
記
載
し
、
署
長
に
報

告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
備
付
簿
冊
）

第
１１条

当
番
に
は
、
当
番
日
誌
そ
の
他
の
署
長
が
定
め
る
簿
冊
を
備
え
付
け
る
も
の
と
す
る
。

（
委
任
）

第
１２条

こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
当
番
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
当
番
管
理
者
が
定
め
る
。

２
各
警
察
署
に
お
け
る
当
番
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
当
番
管
理
者
の
承
認
を
受
け
て
署
長
が
定
め
る
。

附
則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
報
号
外
（
警
察
本
部
訓
令
）

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
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第
１
号
様
式
（
第
７
条
関
係
）

当
番

勤
務

命
令

表

月
分

日
（
曜
日
）

氏
名

符
号

氏
名

符
号

氏
名

符
号

氏
名

符
号

氏
名

符
号

1
(
)

2
(
)

3
(
)

4
(
)

5
(
)

6
(
)

7
(
)

8
(
)

9
(
)

1
0
(
)

1
1
(
)

1
2
(
)

1
3
(
)

1
4
(
)

1
5
(
)

1
6
(
)

1
7
(
)

1
8
(
)

1
9
(
)

2
0
(
)

2
1
(
)

2
2
(
)

2
3
(
)

2
4
(
)

2
5
(
)

2
6
(
)

2
7
(
)

2
8
(
)

2
9
(
)

3
0
(
)

3
1
(
)

備
考

必
要
に
応
じ
て
、
所
要
の
項
目
を
追
加
等
し
て
使
用
す
る
こ
と
。

第
２
号
様
式
（
第
８
条
関
係
）

署
　
長

　
　
月
　
　
日

休
憩
→
勤
務

　
　
月
　
　
日

勤
務
→
休
憩

　
　
月
　
　
日

休
憩
→
勤
務

　
　
月
　
　
日

勤
務
→
休
憩

　
　
月
　
　
日

休
憩
→
勤
務

　
　
月
　
　
日

勤
務
→
休
憩

　
　
月
　
　
日

休
憩
→
勤
務

　
　
月
　
　
日

勤
務
→
休
憩

　
　
月
　
　
日

休
憩
→
勤
務

　
　
月
　
　
日

勤
務
→
休
憩

　
　
月
　
　
日

休
憩
→
勤
務

　
　
月
　
　
日

勤
務
→
休
憩

　
　
月
　
　
日

休
憩
→
勤
務

　
　
月
　
　
日

勤
務
→
休
憩

　
　
月
　
　
日

休
憩
→
勤
務

　
　
月
　
　
日

勤
務
→
休
憩

　
　
月
　
　
日

休
憩
→
勤
務

　
　
月
　
　
日

勤
務
→
休
憩

　
　
月
　
　
日

休
憩
→
勤
務

　
　
月
　
　
日

勤
務
→
休
憩

　
　
月
　
　
日

休
憩
→
勤
務

　
　
月
　
　
日

勤
務
→
休
憩

　
　
月
　
　
日

休
憩
→
勤
務

　
　
月
　
　
日

勤
務
→
休
憩

　
　
月
　
　
日

休
憩
→
勤
務

　
　
月
　
　
日

勤
務
→
休
憩

　
　
月
　
　
日

休
憩
→
勤
務

　
　
月
　
　
日

勤
務
→
休
憩

　
　
月
　
　
日

休
憩
→
勤
務

　
　
月
　
　
日

勤
務
→
休
憩

　
　
月
　
　
日

休
憩
→
勤
務

　
　
月
　
　
日

勤
務
→
休
憩

　
　
月
　
　
日

休
憩
→
勤
務

　
　
月
　
　
日

勤
務
→
休
憩

　
　
月
　
　
日

休
憩
→
勤
務

　
　
月
　
　
日

勤
務
→
休
憩

　
　
月
　
　
日

休
憩
→
勤
務

　
　
月
　
　
日

勤
務
→
休
憩

　
　
月
　
　
日

休
憩
→
勤
務

　
　
月
　
　
日

勤
務
→
休
憩

④⑤ ③④⑤①②

：
  　
～
　
　
：

：
  　
～
　
　
：

：
  　
～
　
　
：

：
  　
～
　
　
：

③④⑤①②③

：
  　
～
　
　
：

：
  　
～
　
　
：

：
  　
～
　
　
：

：
  　
～
　
　
：

：
  　
～
　
　
：

：
  　
～
　
　
：

：
  　
～
　
　
：

：
  　
～
　
　
：

：
  　
～
　
　
：

：
  　
～
　
　
：

：
  　
～
　
　
：

：
  　
～
　
　
：

：
  　
～
　
　
：

：
  　
～
　
　
：

：
  　
～
　
　
：

：
  　
～
　
　
：

：
  　
～
　
　
：

：
  　
～
　
　
：

：
  　
～
　
　
：

：
  　
～
　
　
：

：
  　
～
　
　
：

：
  　
～
　
　
：

：
  　
～
　
　
：

：
  　
～
　
　
：

　
　
 年
    月

   日
当
番
員
勤
務
時
間
振
替
簿

変
更
事
項

年
月
日

時
間
割
振
り

①②③
：
  　
～
　
　
：

勤
務

区
分

当
番
員
氏
名

：
  　
～
　
　
：

：
  　
～
　
　
：

①
：
  　
～
　
　
：

：
  　
～
　
　
：

②
：
  　
～
　
　
：

：
  　
～
　
　
：

　
備
考
　
　
必
要
に
応
じ
て
、
所
要
の
項
目
を
追
加
等
し
て
使
用
す
る
こ
と
。

：
  　
～
　
　
：

④
：
  　
～
　
　
：

：
  　
～
　
　
：

⑤
：
  　
～
　
　
：

：
  　
～
　
　
：
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